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(57)【要約】
【課題】塗膜の強度をより高め、さらには高温の油中で使用しても塗膜強度、膨潤による
剥がれ、浮きの少ない塗膜を作製可能な塗料用樹脂、およびこの樹脂を用いて得られる塗
料を提供すること。
【解決手段】エポキシ樹脂、硬化剤を必須成分とし、エポキシ樹脂と硬化剤に由来するＯ
Ｈ基量が３．０ｍｍｏｌ／ｇ以上である塗料用樹脂とする。該塗料用樹脂は、エポキシ樹
脂がナフタレン構造を有するエポキシ樹脂を含むことが好ましく、また、ナフタレン型エ
ポキシ樹脂が、３官能または４官能であるエポキシ樹脂を含むことが好ましく、さらに、
エポキシ樹脂のエポキシ当量に対するフェノール樹脂硬化剤の水酸基当量の比率が１．０
～１．２であることが好ましい。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エポキシ樹脂、硬化剤を必須成分とし、エポキシ樹脂と硬化剤に由来するＯＨ基量が３
．０ｍｍｏｌ／ｇ以上である塗料用樹脂。
【請求項２】
　エポキシ樹脂がナフタレン構造を有するエポキシ樹脂を含む、請求項１に記載の塗料用
樹脂。
【請求項３】
　ナフタレン型エポキシ樹脂が、３官能または４官能であるエポキシ樹脂を含むことを特
徴とする請求項１または請求項２に記載の塗料用樹脂。
【請求項４】
　前記エポキシ樹脂のエポキシ当量に対するフェノール樹脂硬化剤の水酸基当量の比率が
１．０～１．４である、請求項１～３のいずれかに記載の塗料用樹脂。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の塗料用樹脂により無機フィラーが結着された塗膜。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、塗料用樹脂およびそれを用いた塗膜に関する。
【背景技術】
【０００２】
　金属材料の表面には、水分または酸素による金属の酸化劣化を防止したり、種々の汚れ
から保護するための塗膜が積層されることがある（特許文献１等）。塗膜は機械的な損傷
には強い反面、耐油性や耐熱性には十分な性能を発揮しにくい場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－０６００８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　金属表面に積層される塗料の一部用途については、塗膜が油に常時接触する用途がある
が、この場合、油が塗膜と反応して塗膜が膨潤すると塗膜の強度が低下して、剥離が生じ
ることとなる。このため、油に膨潤しない塗膜が望まれている。
【０００５】
　本発明は、塗膜の強度をより高め、さらには高温の油中で使用しても塗膜強度、膨潤に
よる剥がれや浮きの少ない塗膜を作製可能な塗料用樹脂、およびこの樹脂を用いて得られ
る塗料を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、鋭意検討を重ねた結果、硬化後の樹脂組成物中のＯＨ基量を３．０ｍｍ
ｏｌ／ｇ以上となるように硬化剤を配合し、少なくともエポキシ樹脂の一部にナフタレン
骨格を有するエポキシ樹脂を含む樹脂組成物、これを持って得られる塗膜が油中において
、高温での塗膜強度維持、膨潤低減を大幅に向上できることを見出した。
【０００７】
　本発明の塗料用樹脂は、これらの知見によるものであり、エポキシ樹脂、硬化剤を必須
成分とし、エポキシ樹脂と硬化剤に由来するＯＨ基量が３．０ｍｍｏｌ／ｇ以上である。
本発明の塗料用樹脂においては、エポキシ樹脂がナフタレン構造を有するエポキシ樹脂を
含むことが好ましく、また、ナフタレン型エポキシ樹脂が、３官能または４官能であるエ
ポキシ樹脂を含むことが好ましく、さらに、エポキシ樹脂のエポキシ当量に対するフェノ
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ール樹脂硬化剤の水酸基当量の比率が１．０～１．２であることが好ましい。
【０００８】
　また、本発明の塗料は、上記の塗料用樹脂を溶剤に溶解したものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の塗料用樹脂から得られる塗膜は、高温の油中でも油により膨潤しにくいため、
膨潤による基材からの剥がれ、膨れが少なく、かつ塗膜強度の低下が生じ難いものであり
、塗膜が高温で油中に曝される用途への適用が可能になるという格別の効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施例における各試料のＯＨ基量と膨潤率の関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の塗料用樹脂は、エポキシ樹脂、硬化剤、を必須成分とし、エポキシ樹脂と硬化
剤に由来するＯＨ基量が３．０ｍｍｏｌ／ｇ以上であること、および少なくともエポキシ
樹脂の一部にナフタレン骨格を有するエポキシ樹脂を有することを特徴とする。以下、本
発明の塗料用樹脂の構成要素、製造方法、および塗膜としての必要項目等について順に説
明する。
【００１２】
［樹脂組成物］
　本発明では、塗料用樹脂中の無機フィラーを除く有機成分、すなわち、エポキシ樹脂、
硬化剤、を総称して"樹脂組成物"と呼ぶ。樹脂組成物は、塗料を構成する無機フィラーの
結合材（バインダー）としての機能を有し、機械的強度の源となる。基材上に塗布形成さ
れた樹脂組成物は、乾燥、硬化後、強固なバインダーとしての機能を果たす。
【００１３】
［エポキシ樹脂］
　本発明の樹脂組成物で用いるエポキシ樹脂は、１分子中に２個以上のエポキシ基を有す
るエポキシ樹脂であればいかなるものも使用できるが、エポキシ当量が２３０以下である
ことが好ましい。エポキシ当量が２３０以下のエポキシ樹脂を用いることで、硬化剤であ
るフェノール樹脂との反応で生じる単位重量当たりのＯＨ基が多くなり、疎水性の油に対
して耐性が高くなり好ましい。
【００１４】
　エポキシ樹脂の具体例としては、例えば、ビフェニル型エポキシ樹脂、スチルベン型エ
ポキシ樹脂、ジフェニルメタン型エポキシ樹脂、硫黄原子含有型エポキシ樹脂、ノボラッ
ク型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂、サリチルアルデヒド型エポキ
シ樹脂、ナフトール類とフェノール類との共重合型エポキシ樹脂、アラルキル型フェノー
ル樹脂のエポキシ化物、ビスフェノール型エポキシ樹脂、アルコール類のグリシジルエー
テル型エポキシ樹脂、パラキシリレンおよび／またはメタキシリレン変性フェノール樹脂
のグリシジルエーテル型エポキシ樹脂、テルペン変性フェノール樹脂のグリシジルエーテ
ル型エポキシ樹脂、シクロペンタジエン型エポキシ樹脂、多環芳香環変性フェノール樹脂
のグリシジルエーテル型エポキシ樹脂、ナフタレン環含有フェノール樹脂のグリシジルエ
ーテル型エポキシ樹脂、グリシジルエステル型エポキシ樹脂、グリシジル型またはメチル
グリシジル型のエポキシ樹脂、脂環型エポキシ樹脂、ハロゲン化フェノールノボラック型
エポキシ樹脂、ハイドロキノン型エポキシ樹脂、トリメチロールプロパン型エポキシ樹脂
およびオレフィン結合を過酢酸等の過酸で酸化して得られる線状脂肪族エポキシ樹脂等が
挙げられる。
【００１５】
　上記エポキシ樹脂の中でも、耐水性、耐溶剤性および耐油性の観点からは、常温で固体
のナフタレン型エポキシ樹脂が好適である。その中でも、４官能型のナフタレン系エポキ
シ樹脂が好ましく、３官能型のナフタレン系エポキシ樹脂やβナフトール型エポキシ樹脂
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等も好ましい。市販されているナフタレン型エポキシ樹脂としては、例えば、大日本イン
キ株式会社製のＨＰ－４７００、ＥＸＡ－５７４０、ＥＸＡ－７３１１－Ｇ４等が挙げら
れる。これらを単独で用いても２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００１６】
［硬化剤］
　本発明の塗料用樹脂に使用される硬化剤としては、フェノール樹脂硬化剤が耐熱性の観
点で好ましい。エポキシ樹脂の硬化剤は、脂肪族ポリアミンやポリアミノアミド、ポリメ
ルカプタンのような低温～室温で硬化するタイプと、芳香族ポリアミンや酸無水物、フェ
ノールノボラック樹脂、ジシアンジアミド（ＤＩＣＹ）のように温度を上げないと硬化し
ない加熱硬化タイプに分類される。一般的には、低温～室温硬化タイプの硬化剤で硬化さ
せたエポキシ樹脂は、ガラス転移点が低く、軟らかい硬化物となるため、本発明には不適
となる。そのため、加熱硬化タイプの硬化剤を使うことが好ましく、フェノールノボラッ
ク樹脂を硬化剤として用いることがより好ましい。フェノールノボラック樹脂を硬化剤に
用いることでガラス転移点が高い樹脂硬化物が得られるため、耐熱性や機械強度に優れた
塗膜を製造することができる。
【００１７】
　フェノール樹脂硬化剤は、１分子中に２個のフェノール性水酸基を有する化合物、例え
ば、アラルキル型フェノール樹脂、ジシクロペンタジエン型フェノール樹脂、サリチルア
ルデヒド型フェノール樹脂、ノボラック型フェノール樹脂、ベンズアルデヒド型フェノー
ルとアラルキル型フェノールとの共重合型フェノール樹脂、パラキシリレンおよび／また
はメタキシリレン変性フェノール樹脂、メラミン変性フェノール樹脂、テルペン変性フェ
ノール樹脂、ジシクロペンタジエン型ナフトール樹脂、シクロペンタジエン変性フェノー
ル樹脂、多環芳香環変性フェノール樹脂、ビフェニル型フェノール樹脂、トリフェニルメ
タン型フェノール樹脂、並びにこれらの２種以上を共重合して得たフェノール樹脂等が挙
げられる。これらを単独で用いても２種以上を組み合わせて用いてもよい。なお、例えば
、レゾルシン、カテコール、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦおよび置換または非置
換のビフェノールなどが挙げられる
【００１８】
　フェノールノボラック樹脂は、例えば、フェノール、クレゾール、キシレノール、レゾ
ルシン、カテコール、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ、フェニルフェノールおよび
アミノフェノール等のフェノール類および／またはα－ナフトール、β－ナフトールおよ
びジヒドロキシナフタレンなどのナフトール類とホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、
プロピオンアルデヒド、ベンズアルデヒドおよびサリチルアルデヒド等のアルデヒド類と
を酸性触媒下で縮合または共縮合させて得られるものなどが挙げられる。フェノール樹脂
の中で市販されているものには、例えば、荒川化学工業株式会社製のタマノル７５８、７
３．０や、日立化成株式会社製のＨＰ－８５０Ｎ等が挙げられる。これらを単独で用いて
も２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００１９】
　樹脂組成物において、エポキシ樹脂中のエポキシ基１当量に対して、当該エポキシ基と
反応する硬化剤中の活性基（フェノール性ＯＨ基）の比率が０．５～１．５当量であるこ
とが好ましく、０．９～１．４当量であることがより好ましく、１．０～１．２当量であ
るとさらに好ましい。活性基が０．５当量未満であると、硬化後の単位重量当たりのＯＨ
量が少なくなり冷凍機油への耐性が不十分となる。また、樹脂組成物（エポキシ樹脂組成
物）の硬化速度が小さくなる傾向がある。また、得られる硬化体のガラス転移温度が低く
なったり、充分な弾性率が得られなくなる場合もある。一方、上記活性基の比率が１．５
当量を超えると硬化後の樹脂成形品の強度が低下する傾向がある。
【００２０】
[硬化促進剤]
　本発明の塗料用樹脂に使用される硬化促進剤は、リン系の硬化促進剤が好ましい。リン
系効果促進剤としては、トリフェニルホスフィン－ベンゾキノン、トリス－４－ヒドロキ
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シフェニルホスフィン－ベンゾキノン、テトラフェニルホスホニウム・テトラキス（４－
メチルフェニル）ボレート、テトラ（ｎ－ブチル）ホスホニウムテトラフェニルボレート
等が挙げられる。
【００２１】
　上記硬化促進剤を用いることで得られた塗膜は、優れた機械的特性を示すとともに、本
発明の樹脂で得られる塗料が、高温・高湿な環境下においても長期保存安定性を示すこと
ができる。
【００２２】
　本発明の塗料用樹脂における硬化促進剤の配合量は、硬化促進効果が達成できれば特に
制限はない。しかし、樹脂組成物の吸湿時の硬化性および流動性における改善の観点から
は、１００質量部のエポキシ樹脂に対し、硬化促進剤の配合量は、好ましくは０．１～３
０質量部であり、より好ましくは１～１５質量部である。硬化促進剤の配合量は、エポキ
シ樹脂および硬化剤の合計量に対して０．００１質量％～５質量％であることが好ましい
。硬化促進剤の配合量が０．１質量部未満であると、期待する硬化促進効果が得られず、
また３０質量部を超えると、得られた樹脂の保存安定性が低下する。また本発明の硬化促
進剤は、１種以上の上述の硬化促進剤を含むが、それらに加えて上記以外の周知の硬化促
進剤を含んでもよい。
【００２３】
［無機フィラー］
　本発明の塗料は無機フィラーを含んでいても良い。
　無機フィラーは、１種の粒子から構成されていてもよいし、２種以上の粒子の組み合わ
せから構成されていてもよい。無機フィラーの平均粒子径は、好ましくは１～１００μｍ
より好ましくは１～５０μｍ、更に好ましくは１～２０μｍ、より一層好ましくは１．５
～１０μｍである。無機フィラーは、平均粒子径の異なる複数種のフィラーの混合物であ
ることが好ましい。これにより、無機フィラーによる空間充填率を高めることができる。
【００２４】
　好ましい無機フィラーは、シリカ粒子である。シリカ粒子は、例えば、ゾルゲル法によ
り得られる球状シリカ、粉砕により微細化された破砕シリカ、乾式シリカまたは湿式シリ
カであってもよい。球状シリカの市販品としては、ＭＳＲ－２２１２、ＭＳＲ－ＳＣ３、
ＭＳＲ－ＳＣ４、ＭＳＲ－３５１２、ＭＳＲ－ＦＣ２０８（株式会社龍森製商品名）、エ
クセリカ（株式会社トクヤマ製商品名）、ＳＯ－Ｅ１、ＳＯ－Ｅ２、ＳＯ－Ｅ３、ＳＯ－
Ｅ５、ＳＯ－Ｅ６、ＳＯ－Ｃ１、ＳＯ－Ｃ２、ＳＯ－Ｃ３、ＳＯ－Ｃ５、ＳＯ－Ｃ６、（
アドマテックス株式会社製商品名）などがあげられる。破砕シリカの市販品としては、ク
リスタライト３Ｋ－Ｓ、ＮＸ－７、ＭＣＣ－４、ＣＭＣ－１２、Ａ１、ＡＡ、ＣＭＣ－１
、ＶＸ－Ｓ２、ＶＸ－ＳＲ（株式会社龍森製商品名）、Ｆ０５、Ｆ０５－３０、Ｆ０５－
１２（福島窯業株式会社製商品名）などがあげられる。レオロシールなどの乾式シリカ、
トクシール、ファインシールなどの湿式シリカ（以上株式会社トクヤマ製商品名）も利用
できる。
【００２５】
　シリカ粒子は、シランカップリング剤により表面処理されていることが好ましい。これ
により、シリカ粒子の沈降が抑制されて、より分散安定性の高い塗料を得ることができる
。シリカ粒子を表面処理するために用いられる表面処理剤としてのシランカップリング剤
は、例えば、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、２－（３，４－エ
ポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロピルメチルジ
メトキシシラン、３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロ
ピルメチルジエトキシシラン、３－グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、３－
グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、ｐ－スチリルトリメトキシシラン、３－メタ
クリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルトリメトキシ
シラン、３－メタクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン、３－メタクリロキシプロ
ピルトリエトキシシラン、３－アクリロキシプロピルトリメトキシシラン、ｎ－２－（ア
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ミノエチル）－３－アミノプロピルメチルジメトキシシランリエトキシシラン、ｎ－２－
（アミノエチル）－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、ｎ－２－（アミノエチル）
－３－アミノプロピルトリエトキシシラン、３－アミノプロピルトリメトキシシラン、３
－アミノプロピルトリエトキシシラン、３－トリエトキシシリル－Ｎ－（１，３－ジメチ
ル－ブチリデン）プロピルアミン、Ｎ－フェニル－３－アミノプロピルトリメトキシシラ
ン、Ｎ－（ビニルベンジル）－２－アミノエチル－３－アミノプロピルトリメトキシシラ
ンの塩酸塩、３－ウレイドプロピルトリエトキシシラン、３－メルカプトプロピルメチル
ジメトキシシラン、３－メルカプトプロピルトリメトキシシラン、ビス（トリエトキシシ
リルプロピル）テトラスルフィド、３－イソシアネ―トプロピルトリエトキシシラン、ジ
メチルシランの重縮合物、ジフェニルシランの重縮合物、およびジメチルシランとジフェ
ニルシランの共重縮合物からなる群より選ばれる。これらの中でも、アミノ基を有するシ
ランカップリング剤が特に好ましい。
【００２６】
［塗料用樹脂の製造方法］
　エポキシ樹脂、フェノール樹脂硬化剤、硬化促進剤を有機溶剤に溶解することで得られ
る。無機フィラーは塗料用樹脂を溶解した溶液に順次配合して分散しても良い。無機フィ
ラーは適宜、シランカップリング剤により処理しておくことが好ましい。
【００２７】
［塗膜の製造方法］
　得られた塗料を基材の表面に塗布し、加熱し溶剤を乾燥した後、さらに加熱を行うこと
で塗膜を形成することができる。乾燥の際の温度は使用した溶剤の沸点より高いことが好
ましい。硬化の際の加熱に必要な温度は１５０℃以上、好ましくは１８０℃以上であると
好ましい。また２３０℃以下で行うことが好ましい。硬化に必要な時間は３０分以上が好
ましく６０分以上がさらに好ましく１２０分以上がさらに好ましい。
【００２８】
[保存安定性]
　本実施形態に係る塗料用樹脂は、優れた保存安定性を有する。本発明で言う保存安定性
とは、所定時間保管された塗料を用いて作製した塗膜の強度の変動が、小さいことを意味
する。保管される環境が苛酷であるほど、また、保管時間が長くなるほど、保存安定性が
高いと言える。実際の使用環境を想定した場合、例えば、４０℃／９０％－ＲＨ（相対湿
度）の高温高湿環境で５日ほどの保存安定性が示せれば好適であり、２週間ほどの保存安
定性が示せれば実際の製品の量産上問題ない水準となる。
【００２９】
［樹脂組成物のその他の配合成分］
　本発明の塗料用樹脂は、エポキシ樹脂、フェノール樹脂硬化剤、硬化促進剤以外にも必
要に応じて副添加物を添加しても良い。例えば、カップリング剤等が挙げられる。
【００３０】
[カップリング剤]
　本発明の塗料用樹脂は、シランカップリング剤を混合することで樹脂組成物と磁粉表面
との密着性を高めることができ、塗膜を高強度化することが可能となる。好適なシランカ
ップリング剤としては、エポキシシラン、メルカプトシラン、アミノシラン、アルキルシ
ラン、ウレイドシラン、酸無水物系シランおよびビニルシラン等のシラン系化合物、チタ
ン系化合物、アルミニウムキレート類並びにアルミニウム／ジルコニウム系化合物などの
公知のカップリング剤を樹脂組成物に配合してもよい。これらの中でも酸無水物系のシラ
ンカップリング剤が特に好ましい。
【００３１】
[有機溶媒]
　本発明の塗料用樹脂は、有機溶媒を使用して溶解して基材表面に塗布することで均一な
塗膜とすることができる。樹脂組成物の希釈・塗布の際に使用する有機溶剤は、樹脂組成
物が溶解できれば、いかなるものも使用できる。例えば、アセトン、メチルエチルケトン



(7) JP 2017-206614 A 2017.11.24

10

20

30

40

50

、メチルイソブチルケトン、ベンゼン、トルエンおよびキシレン等が挙げられる。作業性
を考慮した場合、常温では液体であるが、沸点が６０℃～１５０℃程度のものが好適に使
用することができる。
【００３２】
［樹脂組成物と無機フィラーとの質量比］
　無機フィラーの含有量は、無機フィラーおよび樹脂組成物の総量に対して、１～５０質
量％であり、より好ましくは１０～３０質量％である。このような含有量とすることで高
強度化と耐油性を両立させることができる。
【００３３】
［塗膜に好適な樹脂硬化物のガラス転移温度］
　塗膜における、樹脂組成物が硬化して形成した樹脂硬化物のガラス転移温度は、１５０
℃以上であることが好ましく、より好ましくは２００℃以上である。塗膜における樹脂硬
化物のガラス転移温度を１５０℃以上のものとすることで、高温で過酷な環境下において
も強度の低下が少ない、優れた塗膜となる。なお、本発明で言うガラス転移温度は、動的
粘弾性測定において、ｔａｎδがピークになる温度のことを意味する。
【００３４】
［塗膜の弾性率］
　５０℃における塗膜の弾性率に対する、１５０℃における塗膜の弾性率の比率は、好ま
しくは７０％以上であり、より好ましくは８０％以上であり、さらに好ましくは９０％以
上である。上記弾性率の比率が７０％以上であると、耐熱性が優れた塗膜を得ることがで
きる。なお、弾性率を測定する方法には、三点曲げ試験を５０℃および１５０℃の温度で
測定する方法、および動的粘弾性測定による５０℃および１５０℃の弾性率を測定する方
法等が挙げられる。
【００３５】
　本発明の塗膜の１５０℃の温度における塗膜強度は、好ましくは１００ＭＰａ以上であ
り、より好ましくは１５０ＭＰａであり、さらに好ましくは２００ＭＰａ以上である。塗
膜の１５０℃の温度における塗膜強度が１００ＭＰａ以上であると、高温において機械強
度の高い塗膜を得ることができる。
【実施例】
【００３６】
　以下に実施例を掲げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例のみに
限定されるものではない。なお、特に断りのない限り、「部」は「質量部」を、「％」は
「質量％」を意味するものとする。
【００３７】
［実施例１］
　ナフタレン型エポキシ樹脂（エポキシ当量１６０、軟化点６４℃、大日本インキ株式会
社製、商品名ＨＰ４７００）、とフェノールノボラック樹脂（水酸基当量１０８、日立化
成株式会社製、商品名ＨＰ－８５０Ｎ）、硬化促進剤、シランカップリング剤、および希
釈溶媒としてメチルエチルケトンを使用した。これらの材料をプラスチック製容器内で表
１記載の配合比にて混合し、ミックスローターにて回転数４０ｒｐｍにて６０分間攪拌し
、樹脂溶液を得た。
【００３８】
（樹脂中のＯＨ量の算出）
　エポキシ樹脂の配合量およびフェノール樹脂硬化剤のＯＨ当量（Ａ）と配合量から以下
の式により得られる値を硬化後の樹脂１ｇ当たりのＯＨ量（ｍｍｏｌ／ｇ）とした。
【００３９】
　　硬化後の樹脂１ｇ当たりのＯＨ量＝フェノール樹脂の配合量［ｇ］×１０００／（Ａ
×（エポキシ樹脂の配合量［ｇ］＋フェノール樹脂の配合量[ｇ]））
【００４０】
　実施例で使用した配合のＯＨ量は表１に示した。
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（塗布・乾燥）
　得られた樹脂溶液をポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム上に流延し８０℃
で１５分乾燥後、フィルムから剥がし、１８５℃で６０分硬化し塗膜の試験片を作製した
。
【００４２】
（塗膜強度試験）
ＪＩＳ－Ｋ－５６００に従い、塗膜の鉛筆硬度を測定した。
【００４３】
（膨潤率の評価）
　作製した試験片を縦５ｍｍ、横３０ｍｍ、高さ１ｍｍの板状に切り出し、長辺方向（３
０ｍｍ）の長さをマイクロメーターで正確に測り、初期の寸法とした。ガラス容器にヒマ
シ油と試験片を入れ密栓した後、１５０℃の恒温槽中で所定時間処理した。室温まで冷却
した後、試験片を取り出し、ヒマシ油を拭取り、再度試験片の長さ方向をマイクロメータ
ーで正確に測り、処理後の寸法とし、以下の式から膨潤率［％］を算出した。
【００４４】
　　膨潤率［％］＝（処理後の寸法［ｍｍ］－初期の寸法［ｍｍ］）／初期の寸法［ｍｍ
］×１００
【００４５】
　これらの評価結果を表１に併せて示す。
【００４６】
［実施例２～６］
　ナフタレン骨格を含むエポキシ樹脂、フェノール樹脂を表１に示した配合で実施例１と
同様にして樹脂溶液、成形体を得た。これらにつき上記と同様の試験を行い、その評価結
果を表１に併せて示す。
【００４７】
［参考例１～６］
　エポキシ樹脂、フェノール樹脂を表２に示した配合で実施例１と同様にして樹脂溶液、
成形体を得た。これらにつき上記と同様の試験を行い、その評価結果を表２に併せて示す
。
【００４８】
［比較例１～４］
　エポキシ樹脂、フェノール樹脂を表３に示した配合で実施例１と同様にして樹脂溶液、
成形体を得た。これらにつき上記と同様の試験を行い、その評価結果を表３に併せて示す
。
【００４９】
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【表１】

【００５０】
【表２】

【００５１】
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【表３】

【００５２】
（評価結果）
　表１中の実施例１から実施例６の試料は、いずれも初期の塗膜強度が高く、油に浸漬し
た後の膨潤率、および塗膜強度の低下が少ない。参考例１から６の試料は、実施例に比較
して膨潤率の低下、塗膜強度は若干低くなっている。一方、比較例１から比較例４の試料
）は、初期塗膜強度が低く、油浸漬後の強度低下幅が大きく、特に膨潤率が大きいことが
分かった。
【００５３】
　図１に実施例、参考例および比較例の樹脂組成物のＯＨ量に対して膨潤率をプロットし
た図に纏めた。樹脂中のＯＨ量と膨潤率の相関が高く、特に膨潤率を１．５％以下とする
にはＯＨ量を３．０以上とすることが必要であることが分かった。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明による樹脂を用いて作製した塗膜は、高温・高湿下、高温での塗膜強度および保
存安定性に優れ、耐熱性も良好であり、長時間、油と接触し高温に曝されることによる塗
膜強度の低下、膨潤が小さい。このような塗料用樹脂を用いることによって、耐熱性に優
れる塗料および塗膜を提供することが可能となり、その工業的価値は高い。
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